
渋川市公告第１０８号 

　条件付き一般競争入札（事後審査方式）を次のとおり実施するので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 

　なお、本案件は、入札に参加するために必要な資格の審査を開札後に行う

競争入札である。 

 

　　令和７年１１月１９日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋川市長　星　名　建　市 

 

１　条件付き一般競争入札（事後審査方式）に付する事項 

（１）工 事 名　　渋川市防災行政無線システム屋外拡声子局等 

                      交換工事 

（２）工 事 場 所    渋川市渋川地区･子持地区ほか 

（３）工事完成期日    令和８年３月２７日 

（４）工 種    電気通信 

（５）工 事 概 要    屋外拡声子局オートリセットブレーカー交換　一式 

　　　　　　　　　　　屋外拡声子局バッテリー交換　　　　　　　　一式 

　　　　　　　　　　　アンサーバック付き屋外拡声子局空中線交換　一式 

　　　　　　　　　　　屋外拡声子局空中線交換　　　　　　　　　　一式 

　　　　　　　　　　　屋外拡声受信装置内蔵ＦＡＮ交換　　　　　　一式 

（６）予 定 価 格　　金１３，６００，０００円 

　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

（７）最低制限価格　　設定する 

（８）発 注 機 関　　渋川市 

２  入札参加形態 

　　単体による参加 

３　入札参加資格 

　この公告による条件付き一般競争入札（事後審査方式）に参加できる者は、



渋川市建設工事等請負業者資格者名簿に登載されている者（会社更正法（平

成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき更正手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立

てがなされている者については、手続開始の決定後、資格の再認定を受けて

いる者）のうち、次に掲げる条件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条

第１項の規定による電気通信工事について建設業の許可を受けている者 

（３）渋川市建設工事等請負業者資格者名簿において県内に本店又は支店・

営業所（委任先の指定が有る者）を有する者 

（４）渋川市建設工事等請負業者資格者名簿において電気通信工事のＡ等級

に格付けされている者又は総合点数（客観点数）が６５０点以上の者 

（５）公告日に渋川市の指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でない者 

（６）法第２６条の規定に加えて、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は

監理技術者を当該工事に配置できること。 

  ア　申請日前３か月以上継続して雇用している者であること。 

  イ　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を有する者であること。 

（７）談合その他の理由により、渋川市から損害賠償請求を受け、指定した 

期日までに当該請求に係る損害賠償金を完納せず、提訴されている者で

ないこと。 

４　入札参加申請書の提出期間及び方法 

　入札参加希望者は、次のとおり入札参加申請書（以下「申請書」という。）

を提出しなければならない。 

　なお、期限までに申請書を提出しない者は、この公告の競争入札に参加す

ることができない。 

　また、ぐんま電子入札共同システムにより、競争入札参加資格確認通知書

が発行されるので、これをもって申請書は受理されたものとする。ただし、

本通知により入札参加資格が認定されたものではなく、「理由又は条件」欄

に以下のとおり表示される。 



　【事後審査方式のため暫定的に資格ありとします】 

（１）提出期間　　令和７年１１月１９日（水）午前９時００分から 

　　　　　　　　　令和７年１２月２日（火）午後５時００分まで 

　　　　　　　　　（ぐんま電子入札共同システムの電子入札システム運用

時間外を除く。） 

（２）提出方法　　ぐんま電子入札共同システムにより、（３）に記載の提

出書類を提出すること。 

URL：https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/ 

同システムにより提出した書類について修正・訂正等を

行う場合には、１９の担当部局に電話連絡の上、持参に

より直接提出すること。なお、提出期間は（１）におけ

る開庁時間内とし、提出先は１９の担当部局とする。 

（３）提出書類　　申請書（市様式） 

５　設計図書の閲覧期間及び方法 

（１）閲覧期間　　令和７年１１月１９日（水）から 

　　　　　　　　　令和７年１２月２日（火）まで 

（２）閲覧方法　　ぐんま電子入札共同システムによる。 

６　設計図書等に対する質疑応答 

（１）設計図書等に対する質疑は、次のとおり行うものとする。 

　ア　質疑期間　　令和７年１１月１９日（水）から 

令和７年１２月２日（火）まで 

（ただし、最終日は午後４時００分まで。） 

　イ　質疑方法　　ぐんま電子入札共同システム内の説明要求内容欄に質疑

内容を入力し、登録すること。 

　ウ　注意事項 

　（ア）添付資料追加機能は使用しないこと。 

　（イ）題名、説明要求内容等に入札参加希望者名を特定できる記載はしな

いこと。 

　（ウ）質疑の登録後速やかに、１９の担当部局に電話連絡すること。 

（２）（１）の質疑に対する回答は、次のとおり行う。 



　ア　回答期限　　令和７年１２月４日（木）午後４時までに、ぐんま電子

入札共同システムにて回答を登録し、閲覧に供するもの

とする。 

　イ　閲覧方法　　ぐんま電子入札共同システムによる。 

７　入札及び開札の日時等 

（１）入札書受付開始日時　令和７年１２月５日（金）午前９時００分 

（２）入札書受付締切日時　令和７年１２月８日（月）午後４時００分 

（３）開札予定日時　令和７年１２月９日（火）午前９時００分 

８　入札方法等 

（１）入札書は、ぐんま電子入札共同システムにより提出すること。 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札執行回数は１回とする（落札者がない場合は、これを中止し、不

調とする。）。 

９　入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金　免除 

（２）契約保証金　納付 

　　　契約金額の１００分の１０以上の金額を契約書の提出の際に納付する

こと。ただし、渋川市契約規則により、有価証券（利付国債、地方債）

の提供、金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもって、契約保証金

の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証

に付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を

免除する。 

１０　入札金額積算内訳書の提出 

（１）入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した入札金額積算内

訳書のぐんま電子入札共同システムによる提出を求める。 



（２）入札金額積算内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入

札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 

（３）入札金額積算内訳書は、返却しない。 

１１　開札 

　開札は、７に掲げる日時において、ぐんま電子入札共同システムにより行

うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。また、入札参

加者又はその代理人から要求があった場合には、立ち会いを認めるものとす

る。 

１２　入札の無効 

　入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚

偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

する。 

１３　落札候補者の決定方法 

　開札後、落札を保留し、渋川市契約規則第８条第１項及び第９条第１項の

規定により定めた予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格

のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

１４　入札参加資格確認資料の提出期間及び方法 

　落札候補者は、次のとおり入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）

を提出しなければならない。 

　なお、落札候補者が期限までに資料を提出しない場合は、落札候補者の入

札を無効とする。 

（１）提出期限　　提出を求められた日の翌日から起算して２日以内（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。） 

（２）提出方法　　持参又は電子メールにより、１９の担当部局に（３）に

　　　　　　　　　記載の提出書類を提出すること。 

　　　　　　　　　Mail：keiyakukensa@city.shibukawa.gunma.jp 

　　　　　　　　　なお、電子メールにより提出した場合は、提出後速やか

　　　　　　　　　に、１９の担当部局に電話連絡すること。 

（３）提出書類 

　ア　入札参加資格確認申請書（市様式） 



　イ　資料 

　（ア）最新の建設業許可通知書の写し 

　（イ）配置予定主任（監理）技術者の資格等（市様式） 

    　　・この工事の現場に配置する予定の主任（監理）技術者について作

成すること。 

  　　　・配置予定の主任（監理）技術者については、複数の候補技術者を

記載することができる 

　（ウ）配置予定主任（監理）技術者の資格を証明するもの（３（６）の基

準を満たすことのわかるもの。監理技術者にあっては、監理技術者資

格者証及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。） 

　（エ）配置予定主任（監理）技術者の継続雇用を証明するもの（保険証 

等） 

　（オ）監理技術者補佐の配置を予定する場合には、当該監理技術者補佐に

係る（イ）、（ウ）及び（エ）の書類 

１５　入札参加資格の審査と落札者の決定方法 

　落札候補者の入札参加資格の審査を行い、審査の結果、入札参加資格があ

ることが確認された場合は、その者を落札者と決定し、落札決定通知書によ

り通知する。 

　なお、審査の結果、入札参加資格がないことが確認された場合は、有効な

入札を行った次順位の者の入札参加資格の審査を行い、入札参加資格のある

者を確認できるまで行う。 

  入札参加資格がないと認めた者には、入札参加資格不存在通知書により、

入札参加資格を満たさない項目及び満たさない理由を通知する。 

１６　入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）入札参加資格がないと認められた者は、市長に対して入札参加資格が

ないと認めた理由について、通知をした日の翌日から起算して５日（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、書面により、説明を求めるこ

とができる。 

（２）市長は、説明を求められたときは、（１）の期限の日の翌日から起算

して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、説明を求めた者



に対し書面により回答する。 

（３）（１）の書面の提出場所　　渋川市総務部契約管理課 

（４）（１）の書面の提出方法　　書面は持参することにより提出するもの

とし、郵送又は電送によるものは受け付

けない。 

１７  支払条件 

（１）前払金　　　あり（契約金額の４０％以内） 

（２）中間前払金　契約金額が２００万円以上で、かつ、予定工期が９０日

以上の場合を対象とし、契約金額の２０％以内とする。

（ただし、部分払を選択した場合を除く。） 

（３）部分払　　　あり（ただし、中間前金払を選択した場合を除く。） 

１８　その他 

（１）入札参加者は、渋川市競争入札心得及び渋川市電子入札運用基準を熟

読し、これを遵守すること。 

（２）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、渋川市の指名停

止措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。 

（３）落札者は１４の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に

配置すること。 

１９　担当部局 

　　　〒３７７－８５０１ 

　　　群馬県渋川市石原８０番地 

　　　渋川市総務部契約管理課契約検査係 

　　　電話０２７９－２２－２１１１内線２１５９ 


